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はじめに 

 

公益財団法人笹川平和財団では、日本並びに日本を取り巻くアジア地域や世界の平和と安定に貢献する

ため、安全保障研究グループを設け、研究活動とそれに基づく政策提言を行っております。 

 

2018 年９月には、原子力平和利用の先進国であり、かつ唯一の戦争被爆国である日本が世界の核軍縮や

核不拡散分野において果たしうる貢献策を探ることを目的に、原子力・核不拡散に関する研究を開始しま

した。これまでに、福島事故の教訓の共有、核燃料の国際的管理、北朝鮮の非核化、世界の核軍縮問題等

多岐にわたったテーマで研究を重ねて参りました。これらの研究の成果については順次政策提言として

まとめる予定ですが、その第一弾としてプルトニウム問題についての提言をまとめました。 

 

2016 年末現在、核兵器転用可能な核物質は、合計で 10 万発以上の核弾頭に相当する在庫量となってお

り、国際安全保障上大きな脅威となっています。とくに分離プルトニウムは民生用を中心に増加を続けて

おり、なかでも日本は非核保有国では最大の保有国（2017 年末の在庫量は 47 トン）です。この度の政策

提言は、日本のプルトニウム計画への信頼性を向上させるとともに、グローバルなプルトニウム問題を解

決するために日本が取るべき政策についてまとめたものです。 

 

なお、今回の政策提言については、研究会メンバーの支持を得ておりますが、研究会自体は原子力平和利

用について特に立場をとるものではありません。 

 

【研究会メンバー】   ※敬省略  

座長 鈴木 達治郎 長崎大学核兵器廃絶研究センター副センター長・教授 

      遠藤 哲也 元原子力委員会委員長代理、元大使 
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      太田 昌克  共同通信編集委員  
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武田 悠 広島市立大学国際学部講師 
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プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言 

～プルトニウム在庫量の削減を目指し、新たな国際規範を～ 

 

2016 年末現在、核兵器転用可能な核物質（高濃縮ウラン（HEU）と分離プルトニウム（Pu））は、合計

で 10 万発以上の核弾頭に相当する在庫量となっており、国際安全保障上大きな脅威となっている。そのな

かで HEU は、減少傾向にあるが、分離プルトニウムは増加を続け現在約 520 トン、長崎型原爆（6kg/

発）換算で 86,000 発以上に達している。中でも、民生用の分離プルトニウムの在庫量（約 290 トン）は全

在庫量の 56%を占めている。特に日本の在庫量は 47 トンで、非核保有国における在庫量の 95%を占めて

おり、原子力平和利用先進国であり、プルトニウム利用を進めようとしている日本の責任は重い。日本政府

は、核燃料サイクルの推進という基本政策を維持しているが、一方でグローバルな核物質の在庫量最小化へ

の貢献については、核セキュリティ・サミットですでに明言している[ハーグ核セキュリティ・サミット 

コミュニケ、2014]。本報告は、グローバルなプルトニウム在庫量問題解決への日本の貢献策を検討した結

果、国際的な核の脅威削減と日本のプルトニウム計画への信頼性を向上させるために、日本が取るべき政策

について提言をまとめたものである。本研究会としては、ここで示されるプルトニウムの新たな国際規範を

世界に普及すべく主導的役割を果たすことを日本政府に対して要請する。 

原子力専門家の一部では、民生用原子炉（軽水炉）の使用済み燃料から回収される「原子炉級プルトニウム」

では、核分裂性プルトニウムの同位体組成が低いため、「核兵器への転用は事実上困難である」との主張がされる

ことがある。本研究会では、国際原子力機関（IAEA）の保障措置・核物質管理の規制ガイドラインに従い、「原

子炉級プルトニウムであっても、核爆発装置や兵器への転用は可能であり、したがって厳しい国際管理が必要で

ある」との見解を支持する。 

この提言は、国際安全保障の観点から、既存のプルトニウム在庫量の削減は原子力平和利用の是非にか

かわらず必要である、との認識から行うものである。ただし、本研究会は、原子力平和利用については、特

に立場をとるものではない。 

 

 

提言 

1. プルトニウム国際貯蔵の追求：「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関（IAEA）の管理下におく。 

2. 現在の国際規範である国際プルトニウム管理指針の強化：日本の原子力委員会の決定に基づき既存在庫

量の削減を新たな国際規範として提言し、再処理を抑制する。 

3. 既存の在庫量削減に向けての国際協力：処分のための国際フォーラムを設置する。 

4. 使用済み燃料管理として「乾式貯蔵」を最優先にすすめ、核燃料サイクルの選択肢評価を第三者機関が

実施する。 

5. プルトニウムの新たな国際規範を世界に普及すべく主導的役割を果たす。 

 

以下、それぞれの提言について、その概要を説明する。  
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１． プルトニウム国際貯蔵の追求：「余剰」なプルトニウムを IAEA の管理下におく。 

日本はこれまで、「利用目的のないプルトニウム」を「余剰」と呼んできたが、在庫量が増加しつづけ

たことと、利用計画が不透明になったことで、この大量の在庫量が各国の懸念を呼ぶことになった。そ

こで、その懸念解消と信頼醸成向上を目的として、「余剰」なプルトニウムをまず日本が IAEA の管理下

に置くことを提言する[遠藤・武田、2019; McGlodrick, 2014, Suzuki, 2018]。ただし、「余剰」の定義は

容易ではない。ここでは「余剰」プルトニウムの定義として４つの選択肢が考えられる。１）「適正在庫

量」以上のプルトニウム在庫量を「余剰」と定義する、２）当面（～3 年程度）利用計画のめどが立たな

いプルトニウム在庫量を「余剰」と定義する、３）プルトニウムを保有している事業者が任意に余剰プ

ルトニウムを定義する（例：海外に保有するプルトニウム在庫量）、４）現在保有している在庫量すべて

を「余剰」とする。この 4 つの選択肢のうち、本研究会では１）が最もふさわしいと思われるが、「適正

在庫量」については、IAEA の専門家グループの意見を聞きつつ、燃料サイクルの状況に応じて、日本政

府が適正在庫量を定義するのが望ましい。（参照：[Jor-Shan Choi, 2018]）この余剰プルトニウムは日本

が利用計画を確立した時点で利用権を回復することができることとする。その際、プルトニウム利用計

画についての合理性を、例えば日本と IAEA の二者で設置した専門家グループに客観的な評価を依頼する

ものとする。なお、余剰プルトニウムがゼロとなるまで、再処理は抑制的に行うものとする1。この余剰

プルトニウムの国際貯蔵も、現在プルトニウムを保有している他の保有国や今後プルトニウム利用を進

めようとしている国が採用して、新たな国際規範となるよう日本政府が提唱する。 

 

２． 現在の国際規範である国際プルトニウム管理指針の強化：日本の原子力委員会の決定に基づき既存

在庫量の削減を新たな国際規範として提言し、再処理を抑制する。 

プルトニウムの国際管理は、歴史的にも様々な努力がなされてきた。第一の波がインド核実験後の

1970 年代末~80 年代初頭、第二の波が、プルトニウム商業利用が本格化を迎えようとした 1990 年代

~2000 年代初頭であった[遠藤・武田, 2019]。第二の波の中で合意されたのが、民生用プルトニウムに関

する国際管理指針（INFCIRC/549）である2。これは、分離プルトニウムを所有する 9 か国による自主的

な指針であり、主に透明性向上を目的とした在庫量の公表が中心であった。 

プルトニウム政策の原則として「適正在庫量（ワーキングストック）」を踏まえた「需給のバランスを

                                                      

1 2016 年に成立した「再処理等拠出金法」の下では、再処理事業は政府の認可事業であり、再処理計画は政府の認可が必要と

なった。認可の際には、プルトニウムバランスを考慮し、原子力委員会の意見を聞くことが求められており、その意見に基づ

き、再処理のペースを抑制することは可能である。 

2 1997 年 12 月に、9 か国（米、ロシア、英、仏、中国、日本、ドイツ、ベルギー、スイス）の間で合意した、自主的なプル

トニウム管理に関する指針。プルトニウム管理に関する安全性、核不拡散、核セキュリティなどに関わる基本的原則を示すと

ともに、その透明性向上のため、参加国が自国のプルトニウム保有量（民生用のプルトニウムと軍事目的で不要となったプル

トニウム）を毎年公表することを定めた。冒頭に、各国の原子力平和利用に関する「侵さざる権利」とプルトニウム管理の主

権と責任は各国にあることを明記したうえで、プルトニウムは核兵器の製造に利用可能であることから、各国が責任をもって

この指針に基づく管理をおこなうこととしている。https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc549.pdf  

https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc549.pdf


3 

考慮すること」と記述されているが、在庫量削減については記述されていない3。そこで、この度、日本

の原子力委員会が発表した「プルトニウム利用の基本的考え方」（2018 年 7 月）[原子力委員会、2018]

に倣って、この国際管理指針を強化することを提案する[Carlson, 2018; Suzuki, 2018]。具体的には以下

の３項目が考えられる。 

（１） 既存のプルトニウム在庫量削減を明記し、その計画を随時公表する。 

（２） 再処理は需要が明確にされた量のみ実施する。 

（３） そのために再処理を実施する以前にプルトニウム利用計画を公表する。 

以上のような新しい管理指針を、9 か国以外の国々にも広げていき、新たな国際規範とすべく、日本が

主導的役割を果たすことを提案する。 

 

３．既存の在庫量削減に向けての国際協力：処分のための国際フォーラムを設置する。 

現在、大量の分離プルトニウムを抱えているのは、日米英仏ロの５か国である(図―1 参照)。 

 

（図－1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「分離プルトニウム保有マップ」長崎大学核兵器廃絶研究センター（RECNA）ホームページ 

http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/fms/pu_map201806 

                                                      
3 指針のなかで「プルトニウム管理の政策」項目では、次のように書かれている。 

「参加国は、プルトニウム平和利用か安全で恒久的なプルトニウム処分を確実とする意思決定にコミットする。その戦略は、

次のような要素を考慮に入れること；核拡散のリスク増加に貢献しない、環境や作業員および一般市民の保護、財政上の条件

に応じたコストとベネフィットの評価、原子力事業の円滑な作業に必要な「ワーキングストック（適正在庫量）」を反映した需

要と供給のバランスをとることの重要性。 
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そこでこの 5 か国と IAEA の六者間による「国際プルトニウム処分フォーラム」（仮称）を設置し各国の

削減計画や研究開発計画を公表し、相互に協力できる分野を特定する。また、このフォーラムの中に、

米ロについては、軍事用として「余剰」と定義されたプルトニウムの処分も対象とすることが望まし

い。 

 具体案としては以下のような項目が考えられる。１）英国が提案しているように、自国内にある他国

所有のプルトニウムを有料で引き取り、自国のプルトニウムと一緒に処分する、２）米国が日本から引

き取ったように、元の供給国が原則として引き取って処分する4、３）すでに燃焼計画が進められている

フランスやロシアが、他国のプルトニウムを有料で引き取り燃焼する、４）燃焼と直接処分に向けた技

術開発を共同で実施する。日本国内では、プルトニウム燃焼を目的とした「プルサーマル」の実施を進

めることが、短期的なプルトニウム削減対策として重要であるが、六ヶ所再処理工場が稼働すれば、最

低 13 基程度以上のプルサーマルが実現しないと、プルトニウムの削減は限定的となる[武田秀太郎、

2018]。したがって、早期に削減を進めるには、国際協力の下でプルトニウム在庫量の削減を進めていく

ことが有効だ。その際、核兵器国に移動したプルトニウムも IAEA の保障措置を受けることが必要だ。た

だし、その場合、核セキュリティの観点から大量のプルトニウム輸送が必要とならないよう配慮するこ

とが重要である。 

 

４． 使用済み燃料管理として「乾式貯蔵」を最優先にすすめ、核燃料サイクルの選択肢評価を第三者機

関が実施する。 

使用済み燃料の処理として、大きく直接処分と再処理の二つの選択肢が考えられるが、いずれの選択

肢を選ぶにせよ、「中間貯蔵」が不可欠である。各国とも、使用済み燃料の「貯蔵能力」確保が最優先課

題となるが、その際、核セキュリティの観点からも、できるだけ早い時点で「プール貯蔵」から「乾式

貯蔵」に移行することを提案する。また使用済みＭＯＸ燃料の取扱いについては、不確実性が高いこと

から「乾式貯蔵」の推進が求められる。また、日本では、福島原発事故直後に、原子力委員会において

核燃料サイクル選択肢の総合評価が行われたが、その後は一切実施されていない。しかも、原子力委員

会の事務局に関係者である電気事業者が参加していたことなどで、原子力委員会自体の信頼性も失われ

た経緯がある。原子力委員会が独自に評価を行うこともできるが、そもそも原子力基本法に基づけば、

原子力利用を推進する立場にあり、客観性に疑問を持たれる可能性がある。そこで、改めて、再処理・

高速炉サイクルの利点・欠点、リスク評価、コスト（社会的コストを含む）、社会的受容性を含めた政策

上の持続可能性、技術的可能性、国際安全保障と核不拡散体制への影響、技術継承の可能性など、総合

                                                      
4 2014 年に米国と英国が供給した日本のプルトニウム（高速中性子臨界装置に利用していた 331 ㎏）を米国が引き取ることに

合意した（「世界的な核物質の最小化への貢献に関する日米首脳による共同声明」2014 年 3 月 24 日参照、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page18_000244.html）。ただし、最終処分については他の米国の余剰プルトニウム

と同等にニューメキシコ州にある超ウラン元素廃棄物地層処分場（WIPP）に処分される計画（日本原子力産業協会（JAIF）

ニュース、2016 年 6 月 10 日、https://www.jaif.or.jp/160610-b）。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page18_000244.html
https://www.jaif.or.jp/160610-b
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的な視点から、日本国内に独立した立場の第三者機関5による客観的な「総合評価プロジェクト」を立ち

上げ、3 年程度で望ましい選択肢や今後の研究開発の在り方などを検討することを提案する[Suzuki 

2019]。この機関は原子力利用及び核燃料サイクルに関して、あらかじめ立場をとるような機関でないこ

とが重要である。その際、一般市民の参加など、民主的で透明性の高いプロセスを設計することが望ま

れる[Hwang, 2018]。 

 

５． プルトニウムの新たな国際規範を世界に普及すべく主導的役割を果たす  

日本政府は、核燃料サイクルの推進という基本政策を維持しているが、一方でグローバルな核物質の

在庫量最小化への貢献については、核セキュリティ・サミットですでに明言している[ハーグ核セキュリ

ティ・サミット コミュニケ、2014]。そこで、この約束を実行に移すべく、上記の 4 点を新たな国際規

範とすべく、主導的役割をはたすことが、世界のプルトニウム在庫量に係るリスクを低減することに貢

献するとともに、日本のプルトニウム在庫量に対する懸念を緩和することができる。また、北東アジア

では中国が商業規模の再処理工場建設計画をフランスの協力で進めており、韓国やサウジアラビアな

ど、依然再処理の権利を維持しようとする国々が後を絶たない。そのような国際情勢の下で、日本が率

先して新たな国際規範を提唱することには大きな意義がある。さらに、二国間協定における再処理技術

の移転問題や、再処理自体の取り扱いなど、日本が取り組むべき課題について検討を開始することが望

ましい。 

また、本研究会としては、さらに関連する課題として、例えば下記のような項目について検討を続け

ていく所存である。 

（１） 濃縮・再処理への国際的対応（二国間、および多国間管理の取り組み等） 

（２） 北朝鮮の非核化における日本の協力の可能性について 

（３） 北東アジアにおける核燃料サイクルの多国間管理の在り方について 

  （４） 発効 50 年を迎える核拡散防止条約（ＮＰＴ）体制下における核軍縮の在り方、核不拡散と原

子力平和利用の在り方について 
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